
 
 
 

東京都景観計画の変更 

 

（概要版） 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

＜主な変更内容＞ 

① 文化財庭園等 景観形成特別地区の追加指定   （p.1～2） 

② 景観重要公共施設の追加指定         （ p.3 ）  

③ 東京駅丸の内駅舎復元に合わせた眺望保全   （p.4～5） 

 



 

国際的な観光資源としてふさわしい文化財庭園等の眺望保全については、既に浜離宮恩賜庭園など４箇所において実施しております。 

今回は、さらに小石川後楽園、六義園、旧古河庭園、旧岩崎邸庭園の周辺を追加して、庭園側から見た景観について規制・誘導を行います。 

（詳細は、東京都景観計画（2008 年 4 月改定版）p.80～85 及び p.101～104 を参照） 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
                                    
 
 
 
 
 

② 周辺１ｋｍ程度  都市開発諸制度などを活用する大規模建築物等を対象に、 
庭園からの眺望の保全に関する景観誘導 

① 周辺200ｍ程度  高さ20ｍ以上の建築物等を対象に、形態・意匠など誘導 

           屋上広告や色彩等を制限 

① 文化財庭園等 景観形成特別地区の追加指定

＜文化財庭園等景観形成特別地区における規制、誘導の概要＞ 

•  景観誘導の内容：高さ 20m 以上の建築等について形態・意匠、高さなどを誘導 

屋外広告物について、建築物の屋上への表示や色彩等を制限 

•  区域設定   ：庭園の外周線から概ね 200m 程度の範囲を基本に区域を設定（図１参照） 

図２ 眺望地点および誘導区域 

小小石石川川後後

楽楽園園  

② 概ね１km 

上上野野恩恩賜賜公公園園  

文文京京区区  

●
飯
田
橋
駅

千千代代田田区区  

● 
水 
道 
橋 
駅 

① 概ね200m 

旧旧岩岩崎崎邸邸

庭庭園園  

景景観観形形成成特特別別地地区区  大大規規模模建建築築物物等等のの  
建建築築等等にに係係るる誘誘導導区区域域  

（ 色彩、広告表示、高さの配慮、緑化などを許認可等の条件とする ） 

20
m 

視視点点場場  
文文化化財財庭庭園園等等  

概ね200m 

 六義園 旧古河庭園 

国指定 特別名勝 国指定 名勝 

■■  今今年年度度指指定定地地区区  

小石川後楽園 

国指定 
特別史跡・特別名勝 

旧岩崎邸庭園 

国指定 重要文化財

■■  対対象象区区域域のの例例    （（小小石石川川後後楽楽園園））  

屋上広告 
全面禁止 

概ね200m 

（制度詳細は、東京都景観計画（2008 年 4 月改定版）p.123～130 を参照） 
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図１ 文化財庭園等景観形成特別地区の位置 
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景観重要公共施設については、既に行幸通りなど１０箇所を指定しております。 

今回は、さらに皇居外苑、甲州街道（高尾地区）など７箇所を追加し、良好な景観を形成していくための整備に関する事項を定めます。 

（詳細は、東京都景観計画（2008 年 4 月改定版）p.106～110 参照） 
 

１．国民公園（法第 8条第 2項 5号ロに規定されたその他政令で定める公共施設）       ２．景観重要道路 

○皇居外苑                    ○新宿御苑                   ○甲州街道（高尾地区） 

 

 

 

 

  

 

 

 

３．景観重要都市公園 
○国営昭和記念公園            ○井の頭恩賜公園           ○小石川後楽園          ○旧岩崎邸庭園    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

② 景観重要公共施設の追加指定 

  

〔整備に関する事項〕 
・「国営昭和記念公園基本計画」に基づ
く、風格ある景観を保全、創出して
いくための施設改修等 

〔整備に関する事項〕 
・「大泉水」の池の護岸改修 
・震災・戦災で失われた建造物の
復元など 

〔整備に関する事項〕 
・洋館等の修復・修理、庭園部分
の改修など 

〔整備に関する事項〕 
・今後策定予定の景観指針等に基づ
く、雑木林や井の頭池などの自然と
調和する整備 

〔整備に関する事項〕 
・江戸城址としての歴史的景観を後世に引き
継ぐために必要な、濠の水質保全、石垣や
歴史的建造物の保全、改修など 

〔整備に関する事項〕 
・新宿御苑「環境の杜」構想に基づく、特徴
的な庭園景観を後世に引き継ぐための整
備、維持管理 

〔整備に関する事項〕 
・樹齢80年を超える銀杏並木に相応し
い歩道舗装などの整備 
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首都東京を象徴する建築物の眺望保全については、既に国会議事堂など３箇所について実施しております。 

今回は、さらに JR 東京駅丸の内駅舎を追加して、皇居側から見た景観について景観誘導を行います。 

（詳細は、東京都景観計画（2008 年 4 月改定版）p.111～122 を参照） 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

③ 東京駅丸の内駅舎復元に合わせた眺望保全 

景観誘導実施後のイメージ 現  状 

背後において建築物の 
突出を禁止 

復元イメージ 

図２ 眺望保全の対象範囲 

現在、JR 東京駅丸の内駅舎については、JR 東日本株式会

社により建設当初の姿に復元する工事が行われています。 

＜眺望保全の概要＞ 

•  眺望地点および誘導区域：眺望地点は、行幸通りと日比谷通りの交差点付近。誘導区域は、次ページ図３で示した区域 

•  景観誘導の内容    ：眺望地点から見た時に、図２に示す範囲において、建築物等が駅舎の背後から突出しないよう、 

都市開発諸制度などを活用する計画を誘導 
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図３ 眺望地点および誘導区域 

駅舎頂部から概ね 1km（駅舎～平成通り付近）の範囲 

・駅舎の背後から建築物等が突出して見えないよう誘導

駅舎頂部から概ね 1～2km（平成通り付近～隅田川）の範囲 

・建築物等の色彩を適切に誘導、広告物の表示を禁止 

※ 本図は、おおむねの誘導区域を示したものである。 

凡例 

眺望地点 

追加指定した誘導区域の範囲 

既に実施している誘導区域の範囲 5 


